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 平成 27年 10月 30日に酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第 86条の６第１項の規定に基づ

く「果実酒等の製法品質表示基準」（平成 27年国税庁告示第 18号。以下「表示基準」といいます。）

を定めました。この表示基準は、国が定める初めてのワインのラベル表示のルールとなります。 

 酒類販売業者及び酒類販売管理者の皆様におかれましては、表示基準の目的や内容についてご理解

いただき、表示基準の適用開始後※はその趣旨を踏まえて、消費者の誤認を招くような表示をしない

ようご協力をお願いいたします。 

 

※ 表示基準の適用開始の日は平成 30年 10月 30日です。ただし、適用開始以前にも表示基準

に則ったワインが流通することがあります。 

 

  

 

 

（１）表示基準制定の目的 

従来、一般的に「国産ワイン」と呼ばれていたものには、国産ぶどうのみを原料とした「日本ワイ

ン」のほか、輸入濃縮果汁や輸入ワインを原料としたものも混在し、「日本ワイン」とそれ以外のワ

インの違いがラベル表示だけでは分かりにくいという問題が存在していました。そのため、消費者の

方が適切に商品選択を行えるよう、表示を分かりやすくすることなどを目的として、表示基準を定め

ました。 

 

（２）日本ワイン・国内製造ワイン・輸入ワインの区分

 

①「日本ワイン」  ：国産ぶどうのみを原料とし、日本国内で製造された果実酒をいいます。 

②「国内製造ワイン」：日本ワインを含む、日本国内で製造された果実酒及び甘味果実酒をいいます。 

③「輸入ワイン」  ：海外から輸入された果実酒及び甘味果実酒をいいます。 

 

濃縮果汁

濃縮果汁などの海外

原料を使用したワイン

ボトルワイン

等

輸入ワイン国内製造ワイン

１ 表ラベルに、

・濃縮果汁使用

・輸入ワイン使用

などの表示を義務付け

２ 表ラベルに、地名や

品種等の表示ができない

バルクワイン

（原料ワイン）

国産ぶどうのみを原料とし、

日本国内で製造された果実酒

海外原料

等

⇒ぶどう産地（収穫地）や品種等の表示が可能

（日本国内で製造された果実酒・甘味果実酒）

日本ワイン

１ 表示基準の概要 

果実酒等の製法品質表示基準について 
（ワインのラベル表示のルール） 

② 

  

③ 

① 



 

（１）日本ワインの表示事項 

○ 日本ワインに限り、商品名を表示する側のラベル（表ラベル）に①「日本ワイン」という表示が 

できるほか、次のルールにより、そのラベルに②地名、③ぶどうの品種名、④ぶどうの収穫年を表 

示できます。 

    

 

□ ワインの産地名（「東京ワイン」、「東京」 等）の表示 

    ⇒地名が示す範囲内にぶどう収穫地（85％以上使用）と醸造地がある場合 

□ ぶどうの収穫地名（「東京産ぶどう使用」 等）の表示 

    ⇒地名が示す範囲内にぶどう収穫地（85％以上使用）がある場合 

□ 醸造地名（「東京醸造ワイン」 等）の表示 

    ⇒地名が示す範囲に醸造地がある場合（併せて「東京は原料として使用したぶどうの収穫地 

          ではありません」等の表示が必要） 

 

   

 

□ 単一品種の表示 

    ⇒単一品種を 85％以上使用した場合 

□ 二品種の表示 

    ⇒二品種合計で 85％以上使用し、量の多い順に表示する場合 

□ 三品種以上の表示 

⇒表示する品種を合計 85％以上使用し、それぞれの品種の使用量の割合と併せて、使用量の 

多い順に表示する場合   

  

 

⇒同一収穫年のぶどうを 85％以上使用した場合 

 

日本ワインの表ラベル表示例 

【ワインの産地名が表示できる場合】 【ぶどうの収穫地名が表示できる場合】   【醸造地名が表示できる場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

２ ラベル表示事項 

①日本ワイン 

 
②東京ワイン 

③シャルドネ 

④2016 

 

①日本ワイン 

 
②東京産ぶどう使用 

③シャルドネ 

④2016 

①日本ワイン 

 
②東京醸造ワイン 

東京は原料として使用したぶどう 

の収穫地ではありません。 

④2016 

東京都で収穫したぶどうを

85％以上使用して、東京都で

醸造したワイン 

東京都で収穫したぶどうを

85％以上使用したワイン 

東京都以外で収穫されたぶ

どうを使用して、東京都で醸

造したワイン 

ぶどうの品種名を表示できる場合 

地名を表示できる場合 

ぶどうの収穫年を表示できる場合 



 

 

 

○ 記載が必要な事項をまとめて表示した欄を「一括表示欄」といいます。 

○ 日本ワインの一括表示欄には「日本ワイン」と表示されるほか、原材料名及びその原産地名が表 

 示されます。 

 

日本ワインの一括表示欄表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「日本産」に代えて地域名（「東京都産」 等）を表示することもできます。 

 

 

 

 

（２）国内製造ワインの表示事項 

 

○ 濃縮果汁又は輸入ワインを原料としたワインの表ラベルには、その旨が表示されます。 

○ 国内製造ワインの一括表示欄には、原材料名及びその原産地名が表示されます。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
   

                         

※１ 原材料として使用した果実（ぶどう）、濃縮果汁（濃縮還元ぶどう果汁）、輸入ワインが使用量 

の多い順に表示されます。 

※２ 「日本産」に代えて地域名(「東京都産」 等)、「外国産」に代えて原産国名を表示すること 

もできます。 

 

 

まろやかワイン 

輸入ワイン・濃縮果汁使用 

品目 果実酒 

原材料名 輸入ワイン（外国産）、 

濃縮還元ぶどう果汁（外国産）、 

ぶどう（日本産）※１、※２ 

/酸化防止剤（亜硫酸塩） 

製造者 国税株式会社 

東京都千代田区霞が関３－１－１ 

内容量 720ml 

アルコール分 12% 

日本ワイン 

品目 果実酒 

原材料名 ぶどう（日本産）※ 

/酸化防止剤（亜硫酸塩） 

製造者 国税株式会社 

 東京都千代田区霞が関３－１－１ 

内容量   720ml 

アルコール分 12% 

日本ワイン以外の国内製造ワインの

表ラベル表示例 

日本ワイン以外の国内製造ワインの

一括表示欄表示例 



（３）輸入ワインの表示事項 

 

○ 輸入ワインの一括表示欄には原産国名が表示されます。 

(注) 輸入ワインの表ラベルに関する表示事項の規定はありません。 

 

輸入ワインの一括表示欄表示例 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

（参考）  

消費者の誤認を招かないような売場の表示（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒類販売業者及び酒類販売管理者の皆様におかれましても、表示基準の適用開始（平成

30年 10月 30日）後は、消費者の方が適切に商品選択を行えるようにするという表示ルー

ルの趣旨を踏まえ、売場における商品説明やＰＯＰ等について消費者の誤認を招くような

表示をしないようご協力をお願いいたします。 

 

 

 

◎ このリーフレットに関するご質問、ご不明な点がございましたら、所轄の税務署を担当する酒類

指導官にお問い合わせください。 

なお、酒類指導官が設置されている税務署及び担当税務署については、国税庁ホームページ

（http://www.nta.go.jp）にてご確認いただくか、所轄の税務署へお問い合わせください。 

品目  果実酒 

輸入者  国税株式会社 

所在地・引取先  東京都千代田区霞が関３－１－１ 

内容量  750ml 

アルコール分 12% 

原産国名  ○○ 

国内製造ワイン 

日本ワインコーナー 

ワインの表示ルールに沿った商品説明・ＰＯＰ等 

輸入ワイン 


